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第三期計画策定について 

 

１．計画の基本的な考え方（これまでの会議での確認事項） 

・現行の第二期子ども・子育て支援事業計画ハチピープランが令和６年度末で計画期間が終

わるため、新たに第三期計画を策定する。 

・第三期は現計画を継承しつつ新たに「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく

「市町村計画(子どもの貧困対策計画)」の内容を加える。 

 

 

２．第三期計画の策定にあたって 

ア．部会について 

・新たに「子どもの貧困対策計画」を加えるにあたり、計画に掲載する個別施策等につ

いて、細かく議論を行うため、個別施策等については専門部会を設置し部会毎に検討を

行う。 

・部会案 

 ○部会 A（仮称） 

  ・産前産後・未就学児 等に関すること 

 ○部会 B（仮称） 

  ・就学児童・子育て環境 等に関すること 

 ○部会 C（仮称） 

  ・配慮が必要な児童・支援が必要な児童や家庭 等に関すること 

 イ．子どもへの意見聴取について 

・計画の策定にあたって、当事者である子どもの意見聴取の実施を検討 

 ※実施時期については、第 3 回会議と第 4 回会議の間を想定 

 

 

第二期計画を継承しつつ

新しく追加 
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３．令和 7 年度のスケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

 

４．各回の主な内容 

ア．本会議の内容 

 主な内容 

第 1 回 ・第二期計画の進捗管理 

・第三期計画策定スケジュールの確認 

・第三期計画の基本理念（第 3 章） 

第 2 回 ・第三期計画の基本的な部分（第 2 章・第 3 章） 

・専門部会での検討事項（第 4 章・第 5 章） 

第 3 回 ・第三期計画骨子案 

第 4 回 ・第三期計画(素案) 

・パブリックコメントの実施に関して 

第 5 回 ・第三期計画(案) 

イ．部会の内容 

 主な内容 

第 1 回 ・取組事業の検討（第 4 章） 

・確保方策の検討（第 5 章） 

第 2 回 ・取組事業の検討（第 4 章） 

・確保方策の検討（第 5 章） 

 

ウ．計画の各章立ての確認時期  

 

 


